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      ◆岸 和 田 市 企 業 支 援 メ ー ル マ ガ ジ ン◆ 

        ≪第 107 号≫ 2025 年 3月 4 日 配信 
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 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ 

情報を配信します。 

※各ホームページの URL については、日々情報が更新されておりますので、こま 

 めにご確認いただくことをおすすめします。 

※各種受信端末のセキュリティ設定により、URL が無害化処理され、文字列先頭 

 の「ｈ」が削除されて受信される等の事例が確認されております。 

 各種受信端末の設定をご確認ください。 
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【１】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

  改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が 

  2025 年４月から段階的に施行されます。（市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現 

するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確 

認の義務化、次世代育成支援対策の推進・強化などを内容とする改正育児・介護 

休業法及び次世代育成支援対策推進法が 2024 年５月に成立し、今年の４月と 

10 月に段階的に施行されます。 

 育児・介護休業法関係では、４月から子の看護休暇の対象や取得事由拡大等の 

見直し、所定外労働の制限（残業免除）の対象となる子を小学校就学前までに 

拡大するほか、育児休業等取得状況の公表義務の対象となる企業が 

従業員数 300 人超に拡大となります。 

 また、介護離職防止に向けて、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周 

知・意向確認と仕事と介護の両立が可能となる雇用環境の整備等の措置が事業主 

に義務付けられます。 

 さらに、10 月からは、柔軟な働き方を実現するための措置やその措置に関する 

個別の周知・意向確認、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業 

主の義務となります。 

 次世代育成支援対策推進法では、４月から、一般事業主行動計画策定・変更時 

に育児休 業等の取得状況等の把握、数値目標の設定が義務付けとなるほか、 

くるみん認定、トライ くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準が改正 

となります。 

 

＜改正内容の詳細＞ 

＊「育児・介護休業法について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 

＊「次世代育成支援対策推進法」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html 

 

【問い合わせ先】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html


大阪労働局雇用環境・均等部 

担当課：男女共同参画センター （人権・男女共同参画課） 

TEL 072-441-2535（月・祝除く 9:00～17:30） 

 

 

【２】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

 デジタルマーケティング売上アップセミナーのご案内（商工会議所） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 せっかくお金と時間をかけて作った Web サイト、 

運用状況を正しく分析できていますか？ 

今回は、Google が運営する無料の Web サイト分析ツール「Google アナリティクス」 

に焦点を充て、活用方法を学ぶだけでなく、 

分析した結果から最も効果的な解決方法までをお伝えするセミナーを開催します。 

 

＊参加対象 

 Web サイトを持つすべての方が対象です。 

＊日時(募集期間) 

 ３月１８日（火）15：00～16：30 

＊場所 

 岸和田商工会議所３Fセミナー室１ 

 （〒596-0045 大阪府岸和田市別所町 3-13-26） 

＊参加費 

 無料 

【詳細】 

https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-11720/ 

【申込み】 

https://forms.gle/oa4YhTeEtUccGFyt5 

【主催】岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所 

★受講特典：Google マップ対策状況がわかるローカルスコア診断書をプレゼント！ 

 

【問い合わせ先】 

担当(主催)：岸和田商工会議所 高野 

電話番号：072-439-5023 

FAX：072-436-3030 

https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-11720/
https://forms.gle/oa4YhTeEtUccGFyt5


メールアドレス：soudan@kishiwada-cci.or.jp 

 

 

【３】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

 若手人材の採用と定着・育成ノウハウがわかる経営力×採用力向上セミナー 

（商工会議所） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

＊概要 

 人材不足が深刻化する中、近年注目されているのが「人的資本経営」と 

呼ばれる経営戦略です。本セミナーでは、若手人材の採用力を強化するために 

大切な考え方と具体的な方法をお伝えします。 

＊日時(募集期間) 

 ３月１９日（水）15：00～16：30 

＊場所 

 岸和田商工会議所３Fセミナー室１ 

 （〒596-0045 大阪府岸和田市別所町 3-13-26） 

・参加費 

 無料 

 

【詳細】 

https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-11719/ 

【申込み】 

https://forms.gle/a8fcg9RE6BZaAz566 

【主催】岸和田商工会議所【共催】大阪府（OSAKA しごとフィールド） 

 

【問い合わせ先】 

担当(主催)：岸和田商工会議所 高野 

電話番号：072-439-5023 

FAX：072-436-3030 

メールアドレス：soudan@kishiwada-cci.or.jp 

 

 

 

 

http://ai3-garoon/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=soudan%40kishiwada-cci.or.jp
https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-11719/
https://forms.gle/a8fcg9RE6BZaAz566
http://ai3-garoon/scripts/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=soudan%40kishiwada-cci.or.jp


【４】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

 新入社員定着セミナー（商工会議所） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

学生から社会人になった新入社員は、企業の新戦力として活躍が期待されます。 

そこで学生から社会人への「意識の切り替え」及びビジネスパーソンとして 

「仕事の基本」を学ぶことが重要です。本セミナーでは、期待と不安を抱えて 

入社する新入社員の皆さんに、一日も早く現場の即戦力になれるよう、 

社会人としての「心構えと考え方」の理解、ビジネスパーソンとしての 

「ビジネスマナー」、新しい生活様式に合わせた「コミュニケーションの取り方」 

仕事を効果的に進めるための「仕事の基本」を学んでいただきます。 

今春に新入社員をお迎えする事業所の皆様、貴重な戦力育成にお役立てください。 

＊日時 

 202５年４月１１日（金）1０：00～1６：３0 

＊会場 

 岸和田商工会議所 2 階 集会室 

【申込 URL】 

https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-11771/ 

 

【問い合わせ先】 

担当（主催）：岸和田商工会議所 市田 

電話番号：072-439-5023 

FAX：072-436-3030 

 

 

【５】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

   「事業再構築補助金」第 13 回公募開始のご案内（国） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新市場進出（新分野展開、

業態転換）、 

事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこ

れらの 

取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の

https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-11771/


挑戦を 

支援を目的とした「事業再構築補助金」について、第１３回公募が開始されました

のでご案内します。 

 

＊公募概要 

＊公募期間：令和 7年 1月 10 日（金）～3月 26 日（水）18:00 まで 

     ただし、申請受付開始は現在調整中 

＊採択発表：令和 7年 6月下旬～7月上旬頃（予定） 

＊公募要領：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf 

＊事務局 HP：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

 

【問い合わせ先】 

事務局 HP に記載のあります”コールバック予約システム”（コールセンター） 

より問い合わせください。 
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